
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１） 地域の災害リスク 

 （洪水：ハザードマップ） 

   当市のハザードマップでは、２ｍを超える浸水が予想されている地域が多数ある。特に安曇川

で洪水が発生した場合は、最大で５ｍを超えるケースも予想されている。 

  

 （土砂災害：ハザードマップ） 

   当市のハザードマップでは、マキノ・今津・安曇川・朽木・高島地域の山間部では、がけ崩れ

や土石流等の土砂災害が生じる恐れがある特別警戒区域もあり、特に、鵜川地区での土砂災害（特

別警戒区域）では当市の主要道路である国道１６１号が含まれている。 

  

 （地震：ハザードマップ） 

   当市のハザードマップでは、「琵琶湖西岸断層帯地震（Ｍ７．８）」は今後３０年以内に１～３％

の確率、「南海トラフ巨大地震（Ｍ９）」は今後３０年以内に８０％程度の確率で発生するとされ、

大部分で多くの被害が予想されている。 

 

（原子力災害：ハザードマップ） 

   当市のハザードマップでは、マキノ・今津・朽木・新旭・安曇川地域は福井県にある敦賀・美

浜・大飯原子力発電所の UPZに指定されている。滋賀県では、原子力施設から最大４３ｋｍの地

域を UPZと定め、高島市の一部が含まれている。 

 

（その他） 

  市内の河川流域では、これまでも数々の水害に見舞われてきた。特に平成２５年の台風１８号 

 において大雨、洪水、土砂災害等、広い範囲に多大な被害を及ぼした。この台風により、鴨川が 

決壊し、当市では住宅被害が３００棟にのぼり、県下における被害の約４分の１を占めた。 

 

（感染症） 

  新型インフルエンザは、１０年から４０年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返して 

いる。また、新型コロナウイルス感染症のような新型ウィルスが流行した場合、全国的かつ急速

なまん延が予想され、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが

ある。 

 

（２） 商工業者の状況 

   ・商工業者等数  ２，３２４人 

   ・小規模事業者数 ２，０００人  

  【内訳】 

業種 商工業者数 
小規模 

事業者数 
備考（事業所の立地状況等） 

商工

業者 

建設業 ３５５  市内に広く分散している 

製造業 ４５４  新旭地域に多い 

卸売業 １０４  今津・安曇川地域に多い 

小売業 ５２０  今津・安曇川地域に多い 

飲食・宿泊業 ２９９  マキノ・今津・安曇川地域に多い 



サービス業 ４５２  今津・安曇川地域に多い 

その他 １４０  市内に広く分散している 

合計 ２，３２４ ２，０００  

 

（３） これまでの取組 

１） 当市の取組  

高島市では、災害対策基本法第４２条の規定および原子力災害特別措置法に基づき、以下

の構成による「高島市地域防災計画」を作成し、令和６年６月に更新を行った。 

市内の災害予防、応急対策および復旧対策を実施するとともに、以下のとおり地域ならび

に住民の生命、財産の保護を目的とした取り組みを行っている。 

     

   （高島市地域防災計画） 

・地震対策編…地震災害とそれによって引き起こされる二次災害や施設被害への対策。 

   ・風水害対策編…風水害（台風や温帯低気圧に伴う爆風雨による洪水、浸水、土砂災害、風 

害、雪害など）とそれによって引き起こされる二次被害や施設被害への対策。 

・原子力災害対策編…原子力発電所の事故で漏れ出した放射性物質によって引き起こされる 

被害（人の健康や日常生活、経済活動に大きな影響）への対策。 

    

（避難方法の周知） 

・現在、市ホームページや広報誌による周知のほか、令和４年３月に更新した「高島市防災ハ

ザードマップ」を用いた出前講座を随時開催し、区や自治会などに出向き、災害発生時にお

ける行動の取り方や避難方法について説明し、周知している。 

・各地域より選ばれた防災リーダーを対象とした研修会も開催し、この防災リーダーが各地域 

での防災活動の中心となり、災害時に地域住民が避難できるよう、「高島市地域防災計画」

の作成や周知に取り組んでいる。 

・弾道ミサイル情報や緊急地震速報などは、国（内閣官房や気象庁から消防庁を経由）より発 

せられる全国瞬時警報システム（Ｊアラート）と防災行政無線が連動しており、すばやく住 

民に緊急情報を周知することが可能となっている。 

 

（防災設備の充実） 

・現在、災害対策用として、被災者のための食料や飲料水などの備蓄と併せて毛布やアルミマ 

ットなども備蓄している。併せて避難所で必要となるストーブや発電機などの機材類につい 

ても備蓄に努めている。 

・防災設備としては、防災行政無線戸別受信機を各戸に配備を行っている。これにより台風接

近などの警戒情報や災害時に必要となる情報などを発信することで、市民の安心につなげて

いる。 

・市内の主要５河川に河川防災カメラを設置し、河川の水位状況などをリアルタイムに入手し、

避難に必要となる情報を適正な時期に発信する等活用している。また、インターネット回線

を利用した TV会議システム等を有効に活用し、遠隔地との会議をはじめ、災害現場からの映

像伝送などを行っている。 

   ・総合防災情報システムを導入し、市内での災害事象および対応の有無等をリアルタイムで地

図上にて確認し、指示を行うことができる。河川カメラや気象情報等を連携しており、情報

の一元化が可能となっている。 

 

２） 当会の取組 

・災害時の「物資の供給」および「応急救援活動」について、高島市と防災協定の締結（平成

２９年７月１日） 



・高島市が実施する防災訓練への参加および協力 

・滋賀県共済協同組合および地元会員損保会社と連携した損害保険への加入促進 

・滋賀県が主催する BCP策定セミナーへの参加 

・管内事業所に対する事業継続力強化計画の策定支援 

・防災備品（非常持出セット、蓄電池）を備蓄 

・感染症拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品を備蓄 

 

Ⅱ 課題 

 小規模事業者においては「高島市防災ハザードマップ」による災害リスクの認識が充分でないこと

や、取り組みの優先順位が低くなっていることから、災害への事前対策（事業者 BCPの策定）が進ん

でいない。 

現状では、当会に平時・緊急時の対応を推進するノウハウを持った人員が充分におらず、更には

BCP策定に対する助言を行える経営指導員等職員が不足していることが課題である。 

また、感染症対策において、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨や手洗いの徹底、体調不

良者を出社させないルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生品の備蓄、リスクフ

ァイナンス対策として保険の必要性を周知するなどが必要である。 

 

Ⅲ 目標 

 ・地区内小規模事業者に対し自然災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を周 

知する。 

 ・災害対応のノウハウ蓄積と BCP策定支援を行える経営指導員等職員の育成を進める。 

 ・発災時、非常時における連絡、情報共有体制を円滑に行うため、当会と当市との間における被害 

情報報告、共有ルートを構築する。 

 ・発災後速やかな復興支援を行えるよう、また域内において感染症発生時には速やかに拡大防止措 

置を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

 

 ※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和７年４月１日～令和１２年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

 ・当会と当市の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

＜１．事前の対策＞ 

 ・平成２９年に締結した「災害時における物資の供給ならびに応急救護活動への応援に関する 

協定書」について、本計画との整合性を整理し、発災時に混乱なく応急対策等に取り組める 

ようにする。 

 

１）小規模事業者に対する災害等リスクの周知 

 ・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリス 

クおよびその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災保障等の損害保 

険・共済加入、行政の支援策の活用等）について説明する。 

    ・会報や市広報、ホームページ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、損害 

保険や生命保険、傷害保険等の概要、事業者 BCP策定の紹介等を行う。 

    ・小規模事業者に対し、事業者 BCP（即時に取組可能な簡易的なもの含む）の策定による実 

効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導および助言を行う。 

    ・新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変 

化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷 

静に対応することを周知する。 

    ・新型ウイルス感染症に関しては業種別ガイドラインに基づき、感染拡大防止策等について

事業者への周知を行うとともに、今後の感染症対策に繋がる支援を実施する。 

    ・事業者へ、マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、IT やテレワ

ーク環境を整備するための情報や支援策等を提供する。 

        ・当会は原子力災害時、避難指示発令区域以外では状況に応じて事業を継続することが求め

られることを周知する。 

 

２）商工会自身の事業継続計画の作成 

 ・当会は、平成２６年１２月（令和６年６月１日更新）に危機管理マニュアルを作成（別添）。 

 

３）経営指導員等職員の資質向上  

・高島市が実施する防災訓練への参加、BCP策定支援研修会への参加、策定支援経験者によ 

る OJT等により、経営指導員等職員の資質向上を図る。 

 

４）関係団体等との連携 

・滋賀県共済協同組合および地元会員損保会社と連携し、損害保険や生命保険、傷害保険等 

の紹介等を実施する。 

    ・感染症に関しては、収束時期が予測しづらいこともあり、リスクファイナンス対策として 

各種保険の紹介等も実施する。 

・関係機関への普及啓発ポスター等掲示依頼。 

 

５）フォローアップ 

・小規模事業者の事業者 BCP等取組状況の確認 

・当会と当市との連携を密にするため、担当者の連絡会を開催し、状況確認や改善点等につ

いて協議する。 



６）当該計画に係る訓練の実施 

  ・自然災害（マグニチュード７．８の地震）が発生したと仮定し、関係機関との連絡ルー 

トの確認等を行う。（訓練は必要に応じて実施する。） 

 

＜２．発災後の対策＞ 

 ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。その上で、 

下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

１）応急対策の実施可否の確認 

・発災後３時間以内に当会職員の安否報告を行う。 

（安否確認システム「商工会災害システム」「NTT 災害用伝言ダイヤル」を利用した安

否確認や業務従事の可否、大まかな被害状況（家屋被害や道路状況等）を把握し、当会と

当市で情報を共有する。） 

・国内感染症発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・

うがい等の徹底を行う。 

・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊

急事態宣言」が出た場合は、高島市における感染症対策本部設置に基づき当会による感染

症対策を行う。 

 

２）応急対策の方針決定 

     ・当会と当市との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

（別添、商工会「危機管理マニュアル」Ⅲ．危機発生時の職員対応 参照） 

      （危機ランク A・B）出勤をせず、職員自身がまず安全確保をし、地域の災害対策活動 

に参加する。 

      （危機ランク C）職員自身がまず安全確保をし、事務局責任者の指示に従う。 

     ・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

（別添、商工会「危機管理マニュアル」Ⅰ．危機発生に備えた対策‐７．対策本部事務分 

担表 参照） 

     ・大まかな被害状況および被害規模を確認し、３日以内に情報共有する。 

     （被害規模の目安は以下を想定） 

大規模な被害がある 

・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラス

が割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・

半壊」等、大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、

交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが

割れる」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内０．１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の

全壊・半壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

     ※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

     ・本計画により、当会は「商工会災害状況報告システム」を活用してリアルタイムで被 

害情報等を把握して、市と共有する。 



・当市で取りまとめた「高島市業務継続計画」を踏まえ、必要な情報の把握と発信を 

行うとともに、相談窓口や体制について準備検討を進めるなど、復旧に向けた対策

を実施する。 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

 ・自然災害等発生時には、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告および指揮命令を円 

滑に行う為、商工会「危機管理マニュアル」に基づき災害対策本部を構築する。（別添、「危 

機管理マニュアル」Ⅰ．危機発生に備えた対策‐６．非常時連絡網（対策本部機構図）参照） 

 ・自然災害による二次被害を防止するため、被災地域では「高島市との防災協定」に基づき物 

資の供給ならびに応急救護活動への応援を行う。 

 ・当会と当市は「商工会災害状況報告システム」や市からの被災状況等の情報を活用して被害 

状況の確認や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定を行う。 

   ・当会と当市が共有した情報を、滋賀県の指定する方法にて当会又は当市より県へ報告する。 

・感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、当会と当市が共有した情報 

を滋賀県の指定する方法にて当会又は当市より県へ報告する。 

   連絡ルート 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

   ・相談窓口の開設方法について、高島市と相談する。（当会は、国の依頼を受けた場合は、特 

別相談窓口を設置する）。 

   ・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

   ・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

 ・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町等の施策）について、地区内小規模事 

業者等へ周知する。 

   ・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした 

支援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

 ・滋賀県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

 ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣 

等を滋賀県等に相談する。 

 

  ※ その他 

   ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

滋賀県 近畿経済産業局 

高島市 滋賀県商工会連合会 

高島市商工会 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和６年１２月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町の事業

継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  経営指導員 青谷 隆一（連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 ※以下に関する必要な情報の提供および助言等を行う 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町連絡先 

①商工会／商工会議所 

高島市商工会 経営支援課 

   〒５２０－１２１７ 滋賀県高島市安曇川町田中８９ 

   TEL：０７４０－３２－１５８０ ／ FAX：０７４０－３２－３３４０ 

   E-mail：takashima_city@shigasci.net 

 

②関係市町 

高島市 商工観光部 商工振興課 

  〒５２０－１５９２ 高島市新旭町北畑５６５ 

   TEL：０７４０－２５－８５１４ ／ FAX：０７４０－２５－８１５６ 

   E-mail：shoko@city.takashima.lg.jp 

 

※ その他 

   ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

高島市商工会 

事務局長 

高島市 

商工観光部長 

高島市商工会 

（マキノ支部） 

高島市商工会（本部） 

法定経営指導員 

高島市 

商工振興課 

高島市 

防災課 

高島市商工会 

（今津支部） 

確認 

連携 

連携 

連絡調整 

高島市商工会 

（新旭支部） 

高島市商工会 

（安曇川支部） 

高島市商工会 

（朽木支部） 

高島市商工会 

（高島支部） 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

必要な資金の額 １５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

 

・防災、感染症

対策費 

 

 

 

１５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、高島市補助金、滋賀県補助金、事業収入 等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町以外の者を連携し

て事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


